
第５期いわき市森林・林業・木材産業振興プラン概要版

１ 振興プランの基本的な考え方

⑴ 振興プラン策定の趣旨

本市の林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展による
本市経済の活性化並びに森林の有する多面的機能の持続的
な発揮の促進を図るため、本市の森づくりに関わる様々な
取組を効果的に運用し、川上から川下までの関係者・関係
機関が一体となって総合的かつ計画的に各種施策を推進す
るためのプランとして策定するものです。

⑵ 振興プランの計画期間

令和８年度～12年度（５ヵ年）

⑶ 振興プランの位置付け

本プランは、「いわき市まちづくりの基本方針～まちづ
くりの理念と経営指針～」の理念に基づき、森林・林業・
木材産業の振興に関する実施計画の策定や事業の実施にあ
たっての基本的な指針となるものです。
国や県の計画等との整合性を図りながら、施策を総合的

に展開していくための計画として位置付けています。

２ 森林・林業・木材産業をめぐる現状

⑴ 森林・林業・木材産業の役割

⑵ 国・県の動向

森林の有する多面的機能による様々な働き
を通じて、国民生活の安定向上と国民経済
の健全な発展に寄与しています。

森林

適切な森林の経営管理を実施し、豊かな森
林資源を「伐って、使って、植えて、育て
る」という形で循環利用する役割を担って
います。

林業

原木を加工して木材製品を製造・販売する
という事業活動を通じて森林資源の循環利
用も担っています。

木材産業

⑴ 森林・林業基本計画
⑵ 農林水産業・地域の活力創造プラン
⑶ 森林経営管理制度及び森林環境税・

森林環境譲与税
⑷ 脱炭素社会の実現に資する等のための

建築物等における木材の利用の促進に
関する法律

※通称：都市(まち)の木造化推進法

国

⑴ 福島県農林水産業振興計画
⑵ 福島イノベーション・コースト構想
⑶ ふくしま森林(もり)づくり県民税
※令和８年４月１日から名称変更。
旧名称は「福島県森林環境税」

⑷ ふくしま県産材利用推進方針

県

⑶ 本市の現状（一部抜粋）

図表-１
本市の林業就業者数の
推移

図表-２
本市の森林資源

３ 本市森林・林業・木材産業の目指す姿とその実現のための施策

⑴ 施策体系及び具体的な振興施策（個別施策・重点施策）

➣ 基本目標の達成に向け、２つの基本方針を念頭に、６つの基本施策を設定し、その基本
的な方向に合わせた個別施策を展開していきます。

➣ 本市林業のサプライチェーンの川上から川下における課題を可視化し、これらの課題解
決に向けた取組を重点施策に位置付けています。
※本市林業のサプライチェーンマネジメントの詳細については「裏面別表」参照

⑵ 目標指標（一部抜粋）

本プランにおいては、森林・林業・木材産業
の振興を効率的に推進するため、各施策に応じ
た21の目標指標（目標年次は、2030（令和12）
年度）を設定します。

目標値
(R12)

現状値
(R6)

指標

1,550ha900ha
森林境界の明確化実
施面積※累計

99台
89台
※予定

本市の高性能林業機
械の保有状況※累計

353千㎥
303千㎥
※R5

本市の木材
（素材）の供給量

276人276人林業就業者数

10人10人新規林業就業者数

333千㎥
283千㎥
※R5

本市の木材
（素材）の需要量

8.30㎥4.73㎥
市内公共施設等への
間伐材等利用量

20.00ha1.82ha
森林経営管理権集積
計画対象面積

18,616.77
ha

17,510.62
ha

造林事業実施面積
※累計

5,219.73
ha

4,605.23
ha

間伐実施面積
※累計

本市林業のサプライチェーンマネジメント
から見えてきた課題と主な施策の方向性は、
「裏面別表」のとおり

平成22年度以降、
緩やかな減少傾向で
推移しました。

本市の国有林及び民有林
面積は88,355ha。
市の面積123,251haの
約71.68％を占めています。

個別施策（重点施策）基本施策
基本
方針

基本
目標

森林所有者・森林境界線の明確化（重点施策）

Ⅰ 地域林業の振興
1

林
業
・
木
材
産
業
等
の
振
興

林
業
・
木
材
産
業
の
成
長
産
業
化
と
森
林
資
源
の
適
切
な
管
理

林道等の整備

簡易間伐作業道の開設支援

林業就業者の確保・育成（重点施策）

林業事業体の経営基盤強化（重点施策）

皆伐・再造林の推進（重点施策）

公共建築物や中高層建築物等でのいわき市産木材の
率先利用（重点施策）

Ⅱ 地域木材産業の振興 木質資源の安定供給の推進

木材利用に向けた販路拡大の取組（重点施策）

未利用資源の木質バイオマス等への有効活用の推進

きのこ類等の振興
Ⅲ 特用林産物の振興

野生きのこ等の安全性に係る広報

未利用資源の木質バイオマス等への有効活用の推進
※再掲

Ⅰ 持続可能な
森林経営の推進

２

自
然
・
環
境
と
の
共
生

森林管理によるカーボンニュートラルの貢献（重点施策）

森林経営管理制度の推進（重点施策）

森林認証制度の普及促進（重点施策）

多様な森林整備の推進

Ⅱ 森林の有する
多面的機能の発揮

治山事業等の推進

森林病害虫等防除事業の推進

市有林の整備

適正な森林の管理

地域社会が一体となった森林づくりの推進

Ⅲ 森林を育む心づくり
の推進

人とみどりがふれあえる憩いの場の提供

森林環境学習の推進

森林づくり意識醸成活動の推進



（裏面別表）本市林業のサプライチェーンマネジメントから見えてきた課題と主な施策の方向性

➣ 本プランの策定にあたり、本市林業のサプライチェーンの川上から川下における課題を可視化していきます。
➣ これらの課題解決に向けた取組を本プランの重点施策に位置付け、川上から川下の関係団体などとこれらを共有し、

官民一体となって本プランを効果的に推進していきます。

≫
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施業の集約化

省力化・生産性向上

適切な森林整備（皆伐・再造林等）の推進

地球温暖化対策の推進

市産木材の利用拡大

木造建築物の新たな分野での
木材の利用促進
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森林組合等

チップ工場山土場
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製紙工場・バイオマス発電所

住宅用外壁材メーカー
端
材
等

林地残材

消

費

製材所
（大規模含む）

木材市場

建
築
主
・
発
注
者

(

自
治
体
・
ゼ
ネ
コ
ン
含
む)

設
計
事
務
所

川 上 川 中 川 下

森
林
認
証
制
度
の
普
及
拡
大

森林所有者・
森林境界線の明確化

林業事業体の経営基盤強化

森林経営管理制度の推進

皆伐・再造林の推進
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≫

公共建築物や中高層建築物等での
いわき市産木材の率先利用

建物に応じた木造･木質化の費用対効果について、
専門家からアドバイスいただく事業の実施など

市産木材のPRイベントの実施、販路拡大活動への補助、
消費者に市産木材の活用を促すインセンティブ事業の実施など

≫

木材利用に向けた販路拡大の取組


